
 
 
 
 

 

 

 

 

 

空き家を狙う窃盗事件が発生しています。 

犯罪に巻き込まれないために、今一度、防犯対策を見直しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 

富山県警察本部 

生活安全企画課 

空き家等で不審な人物や見慣れない車を 

空き家管理者の方へ 

・空き家をきちんと管理する 
庭の草木やゴミをこまめに整理するなど、こまめに手入れをし、 

空き家だと分からないようにすることが大切です！ 

・空き家に現金や貴重品を置かない 
  犯人は現金や、換金できる金目の物を狙っています。 

・防犯グッズ等を活用する 
  窓用フィルム、補助錠 → 侵入に時間がかかる 

  防犯カメラ、センサーライト → 犯人に心理的プレッシャー 

・近隣に協力を依頼する 

  信頼できる方に見守りをお願いしましょう。 

 
防犯だより 
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地域の皆様へ 

・不審に感じたら、１１０番‼ 
  空き家の様子をうかがったりする不審者や車などを見かけた時は、警察へ

通報をお願いします。 

・町内への安心・安全見守りカメラ（防犯カメラ）の設置 
  警察では、自治会等に防犯カメラを最大４か月間貸し出す事業を行ってい

ます。詳しくは、管轄警察署にお問い合わせください。 

散歩や買い物などの日常生活を送りながら地域の安全に目を

配る「ながら見守り」で、地域の防犯力を高めましょう‼ 


